
会費納⼊⽅法

会員ってなに？

町⽥市社会福祉協議会 ( 町 ⽥市社協 ) は 、⼦どもから⾼齢者まで
『誰もが安⼼してしあわせに暮らせるまちづくり』 � を ⽬指しています。
⾝近な福祉課題について、地域住⺠やボランティア、 N P O 法⼈、⺠⽣委員児童
委員、町内会⾃治会、⽼⼈クラブ、福祉施設、企業及び⾏政等の皆さまと共
に、地域で⽀えあう福祉のまちづくりに取り組んでいます。

あなたの会費が地域の福祉を⽀えます
2 0 2 5年度2 0 2 5年度

会員募集会員募集
社協ってなに？

❶�窓⼝

❷�郵便振込

❸コンビニ

【個⼈会員】

【団体会員】
町内会・⾃治会単位での団体加⼊

正会員 ���１⼝   500円以上  
賛助会員 １⼝  3,000円以上  
特別会員 １⼝ �10,000円以上  

会員の種類（年度単位）

社会福祉法に基づき全国の市町村に設置され
ている、地域福祉の推進を⽬的とした⾮営利
の⺠間組織です。⾏政だけでは対応が困難な
サービスの提供や、市⺠の皆さまが取り組む
活動の⽀援を⾏います。

町⽥市原町⽥４-９-８���町⽥市⺠フォーラム４階

WEBサイト

☎042-722-4898

社会福祉法⼈ 町⽥市社会福祉協議会

町⽥市社協の趣旨⽬的にご賛同いただき、社協
の事業を財政的に⽀援してくださる⽅々が「会
員」となります。会員になることが、町⽥市の
地域福祉活動を⽀える⼤きな⼒となります。

● 地域の��な相��⼝（まちだ��〇ごとサポートセンター堺/�川/�⽣/南/�⽥）

● �⽥ボランティアセンター  ● 災�ボランティアセンター��

● �配ごと相�        ● �⽥�����サービス共同配⾞センター

● 地��協の活動�援     ● フードバンクまちだ  など

ライフステージごとに
様々な場⾯でつながっています！

社協と市⺠の皆さまは

・ファミリーサポートセンター
・にこにこほっとサ ロ ン

��保�クラブ

・受�⽣チャレンジ
�援貸付事業
・�⽣にエール

おうちでごはん事業

いきいきポイント制度
成年�⾒制度

地域���利��事業

・��のしごと��相��⼝
・ふれあいサロン

⽣活���金貸付制度

��代を��としている事業

��児

⼩�⽣

中�⽣
⼤�⽣

�労�代
��て�代

��者

午前8時30分∼午後5時
⽉曜⽇∼⾦曜⽇�(休⽇・祝⽇・年末年始を除く)

⼝座番号 00160＝9＝64146
加⼊者名称 社会福祉法⼈町⽥市社会福祉協議会

専⽤の払込⽤紙をご⾃宅へ郵送いたします。
詳細は下記までお問い合わせ下さい。



皆さまのご協⼒ありがとうございました。⼼より御礼申し上げます。
2024年度会費総額 7,527 ,376円2024年度会費総額 7,527 ,376円

町 ⽥ 市 社 協 の 主 な 事 業

おうちでごはん事業

フードバンクまちだ

まちだ福祉
〇ごとサポートセンター

その他の事業

地域の⽅が気軽に参加できるふれあいの場
づくりを⽀援しています。
市内には現在７２ヵ所のサロンが活動して
おり、地域内での緩やかな⾒守りの輪が広
がり、孤⽴化防⽌につながっています。

ボランティア活動に関する相談や情報提供、
ボランティアを希望する⽅と、ボランティア
を必要とする⽅や施設・団体をつなぐための
連絡・調整を⾏います。
⼿話講習会や傾聴ボランティア養成講座な
ど、ボランティアに関する講座のほか、⼩・
中・⾼等学校への福祉体験学習・ボランティ
ア学習の取り組みを応援しています。

ふれあいサロン
⼦育てサロン事業

ボランティアセンター

様々な悩みを抱えるひとり親家庭の世帯
へ、⼿作りのお弁当を地域のボランティア
さんがお届けし、保護者の家事負担の軽減
や、親⼦の交流時間の確保につなげます。
ボランティアさんや社協とつながること
で、安⼼して笑顔で⽣活できるように⽀援
をしています。

市⺠の皆さまのお宅で使わない⾷材や、  
企業・団体さまからいただいたご寄付の⾷
品、市内各所でフードドライブにご協⼒いた
だき集めた⾷品を、⾏政・⾏政関係機関・こ
ども⾷堂・地域⾷堂、⽣活困窮世帯への⽀援
団体に提供しています。

市内５地区の拠点には、各地区を担当する
地域福祉コーディネーターが在籍しています。
地域の⽅から寄せられる、どこに相談すればよ
いかわからない困りごとを受け付け、本⼈や地
域の⽅々と共に問題解決に向けて考えます。
⼀⼈ひとりが抱える困り事や悩み事に合わせ
て、関係機関等と連携してより良い⽀援や解決
に向けた取組み等を⾏います。

・⼼配ごと相談� ・学童保育クラブ�
・地区社協の活動⽀援�
・ファミリーサポートセンター 
・にこにこほっとサロン
・受験⽣チャレンジ⽀援貸付事業�
・⽣活福祉資⾦貸付制度��
・福祉サポートまちだ
・災害ボランティアセンター など

個⼈として会費や寄附を納⼊された⽅は、所轄税務署で確定申告を⾏うことで所得税の税控除を受ける

ことができます。

税額控除を受ける際には、社協が発⾏する領収書と「税額控除にかかる証明書の写し」が必要です。

※2,000円を超える⾦額が対象です

※共同募⾦など他のご寄附を合算することも可能です

【�町⽥市社会福祉協議会は�『税額控除対象法⼈』�です�】


